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■ 統計上の注意 

・比率は百分率で表示し、小数点以下第２位を四捨五入しています。 

・割合の合計は、端数処理を行っているため、100.0％にならない場合があります。 

■ 西暦の併記について 

令和元年５月１日の改元に伴い、原則として和暦を先に表記し、西暦を併記しています。 

■ 「空き家」「空家等」「特定空家等」の表記について 

原則として、「空き家」と表記していますが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「空家

等実態調査」における「空家等」をさす場合は「空家等」「特定空家等」と表記しています。 

 



1 

第１章 計画の概要 

 

１ 計画策定の背景と目的 

近年、既存住宅等の老朽化や、人口減少、少子高齢化等の社会情勢の変化に伴う

管理不全な空き家の増加や、所有者等が遠隔地に住んでいたり、不在、その他様々

な事情から所有者等による適正な住宅等の管理がなされず、老朽化が進み危険な状

態となった空き家への対応が社会問題となっています。 

このような適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活

環境の保全、空き家の活用のための対応が必要との背景から、「空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「空家法」といいます。）」が平

成 27 年（2015 年）５月 26 日に全面施行されました。 

こうした状況の中、本市は、二度にわたる海面埋め立て事業に伴って大規模な宅

地開発が行われた結果、都心への交通至便な地の利とあいまって住宅需要が喚起さ

れ、大幅な人口流入によりまちが急発展する中で、これまで空き家の問題は顕在化し

てきませんでした。 

しかしながら、発展の礎となった埋立地での開発も終盤に至り、少子高齢化の進展

に伴う人口構造の変化や、まちを開発していく「発展期」から、まちを維持・更新して

いく「成熟期」へと移行している今日、住宅の老朽化と居住者の高齢化により、住み

継がれない、適正管理がなされないことによる空き家の問題が懸念されるところで

す。 

こうしたことに鑑み、現在のところ本市での戸建住宅における空き家率は千葉県

内自治体のなかで最も少ない状況といえますが、今後に向けて、空き家の発生抑制

や適正管理の促進といった観点からの取り組みが必要と考え、「浦安市空家等対策

計画（以下「本計画」といいます。）」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、空家法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」であり、国の基本的な

指針である「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指

針」に即し、「浦安市総合計画」、「浦安市都市計画マスタープラン」及び「第２次浦安市

住生活基本計画」を上位計画として、本市の空き家対策に関する基本的な考え方や

施策の方向性を示す計画です。 

 

 

■浦安市空家等対策計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

浦 安 市 

空 家 等 対 策 の

推 進 に 関 す る

特別措置法 

浦安市総合計画（基本構想・基本計画） 

浦安市地域防災計画 

浦安市環境基本計画 

浦安市景観計画 

浦安市都市計画マスタープラン 

第２次浦安市住生活基本計画 

空 家 等 に 関 す

る 施 策 を 総 合

的 か つ 計 画 的

に実施するため

の 基 本 的 な 指

針 
浦安市空家等対策計画（本計画） 

施策事業 

国 
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３ 計画期間 

本計画の期間は、第２次浦安市住生活基本計画の計画期間に合わせ、令和３年度

（2021 年度）から令和 11 年度（2029 年度）までとします。 

なお、計画期間中であっても、法令の改正、国・千葉県の動向、社会・経済情勢の変

化及び上位計画の改定等により、必要に応じて見直しを行います。 

 

４ 対象地区 

本計画の対象地区は、浦安市全域とします。 
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５ 対象とする空き家 

総務省が５年ごとに行う住宅・土地統計調査では、居住世帯のない住宅のうち賃

貸用や売却用として市場に流通している住宅をはじめ、避暑・保養などの目的で週

末や休暇時に一時的に利用される住宅や長期にわたり使用されていない住宅など

を空き家と位置づけています。 

このうち、本計画では防災、防犯、衛生などの点で地域の生活環境に大きな影響

を与える恐れのある空き家として、空家法第２条に規定される「空家等」を対象とし

ます。 

また、空き家の発生を防ぐためには、住宅に居住している段階から良質な住宅スト

ックとして使用しつつ空き家に対する関心を持ち、自己の住宅の将来を考え対応し

ていくことが非常に重要であることから、居住している段階での対策についても本

計画の対象とします。 

なお、共同住宅や長屋については、空家法の規定に基づき、全室が空室であるも

のを対象とします。 

 

■住宅・土地統計調査における「空き家」の定義 

 

 

 

■本計画の対象とする「空き家」の範囲 

 

（資料：住宅・土地統計調査 用語の解説（総務省統計局）を加工して作成） 
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第２章 空き家の現状と課題 

 

１ 国及び県の状況 

（１） 全国の住宅及び空き家の現状 

 

平成 30 年（2018 年）10 月１日現在における全国の総住宅数は 6,240 万７

千戸、総世帯数は5,400万１千世帯となっており、平成25年（2013年）と比べ、

総住宅数は 177 万９千戸（2.9％）増、総世帯数は 154 万９千世帯（3.0％）増と

なっています。 

総住宅数と総世帯数の推移では、一貫して総住宅数が総世帯数を上回っていま

す。また、１世帯当たりの住宅数も緩やかな上昇傾向にあり、平成 30 年（2018 年）

は 1.16 戸となっています。 
 

■全国の総住宅数・総世帯数の推移 

 

 

全国の空き家は 848 万９千戸と、平成 25 年（2013 年）に比べ 29 万３千戸

（3.6％）増、この 25 年で概ね倍増しています。また、総住宅数に占める空き家の

割合（空き家率）も一貫して増加傾向にあり、平成 30 年（2018 年）は空き家数、

空き家率ともに過去最高となっています。 
 

■全国の空き家数・空き家率の推移

 

（資料：各年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 

（資料：各年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 
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（２） 千葉県の住宅及び空き家の現状 

 

平成 30 年（2018 年）10 月１日現在における千葉県の総住宅数は 303 万戸、

総世帯数は 265 万２千世帯となっており、平成 25 年（2013 年）と比べ、総住宅

数は 13 万４千戸（4.6％）増、総世帯数は 12 万４千世帯（4.9％）増となっていま

す。 

総住宅数と総世帯数の推移では、一貫して総住宅数が総世帯数を上回っていま

す。また、１世帯当たりの住宅数は平成 10 年（1998 年）以降、概ね同水準となっ

ています。 

 

■千葉県の総住宅数・総世帯数の推移 

 

 

 

千葉県の空き家は 38 万３千戸であり、平成 25 年（2013 年）に比べ１万６千戸

（4.0％）増、この 25 年で概ね 1.9 倍となっています。総住宅数に占める空き家の

割合（空き家率）は 12.6％で、平成 25 年（2013 年）の 12.7％から 0.1 ポイント

減少しましたが、平成 10 年（1998 年）以降は概ね同水準となっています。 

 

■千葉県の空き家数・空き家率の推移 

 

 

  

（資料：各年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 

（資料：各年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 
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２ 浦安市の状況 

（１） 人口・世帯数の推移と将来推計 

 

本市の人口は、埋立地における大規模な住宅開発の進展に伴い、昭和 50 年

（1975 年）代から急速な増加が始まり、長年右肩上がりで推移を続けています。 

平成 23 年（2011 年）の東日本大震災によって甚大な被害を受け、一時人口が

減少しましたが、平成 28 年（2016 年）には震災前の人口を回復し、令和２年

（2020 年）１月 31 日時点で、170,142 人となり、現在も増加傾向にあります。 

しかしながら、住宅開発も終盤を迎えており、今後しばらくは微増を続けますが、

令和 15 年（2033 年）に 179,251 人でピークを迎えた後、減少に転じると見込

まれます。 

また、世帯数も、人口と同様に昭和 50 年（1975 年）代から大きく増加を続け、

令和２年（2020 年）１月 31 日時点で、81,432 世帯となり、現在も増加傾向にあ

りますが、令和 11 年（2029 年）に 87,308 世帯でピークを迎え、減少に転じる

と見込まれます。 

一方で、平均世帯人員は減少傾向が続いており、令和２年（2020 年）は 2.09

人/世帯と、核家族化や単身世帯の増加が進んでいるといえます。 

 

■人口・世帯数の推移と将来推計 

 

 

 

  

（資料：実績値：住民基本台帳 各年１月 31 日現在、推計値：浦安市人口推計（令和元年度企画政策課推計）） 
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（２） 高齢者人口・高齢単独世帯の将来推計 

 

高齢者人口は増加が続き、令和５年（2023 年）には後期高齢者が前期高齢者を

上回ることが見込まれます。また、高齢化率は令和 13 年（2031 年）に 21％を超

え、その後も高齢化率は高まっていくと見込まれます。 

 

■高齢者人口の推計 

 

 

 

高齢者のいる世帯のうち、65 歳以上の高齢単独世帯は、令和２年（2020 年）

以降も増加は続き、令和 37 年（2055 年）には 17,731 世帯となり、世帯比率で

20.7％に達すると見込まれます。また、75 歳以上の高齢単独世帯も令和２年

（2020 年）以降同様に増加は続き、令和 37 年（2055 年）には 14,282 世帯と

なり、世帯比率で 16.6％に達すると見込まれます。 

 

■高齢単独世帯の推計 

 

 

 

  

（資料：浦安市人口推計（令和元年度企画政策課推計）） 

（資料：浦安市人口推計（令和元年度企画政策課推計）） 
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（３） 浦安市の住宅及び空き家の現状 

 

本市の総住宅数は、埋立地における住宅開発を背景に増加傾向にあり、平成30

年（2018 年）10 月１日現在における浦安市の総住宅数は 86,470 戸、総世帯数

は 77,510 世帯となっています。 

総住宅数と総世帯数の推移では、国や県と同様に総住宅数が総世帯数を上回っ

ています。なお、１世帯当たりの住宅数は、平成 20 年（2008 年）の 1.2 戸をピー

クに緩やかに減少しています。 

また、旧耐震基準を含む昭和 55 年（1980 年）以前に建てられた本市の住宅は、

全国・県・近隣市と比較してたいへん少ない状況にあります。 

 

■浦安市の総住宅数・総世帯数の推移 

 

 

国の住宅・土地統計調査によれば、平成 30 年（2018 年）10 月１日現在におけ

る浦安市の空き家は 9,110 戸で、総住宅数に占める空き家の割合（空き家率）は

10.5％となっており、平成 20 年（2008 年）以降、本市の空き家数及び空き家率

は共に、減少傾向にあります。 

空き家の種類別構成比を全国・県・近隣市と比較すると、本市の特徴として、空

き家とされたもののうち、本計画の対象が含まれる賃貸用や売却用の住宅などを

除く長期にわたり使用されていない住宅の占める割合が低い状況にあります。 

 

■浦安市の空き家数・空き家率の推移 

 

（資料：各年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 

（資料：各年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 
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また、市で実施した空き家に関する実態調査では、本計画の対象と思われる空

き家は 162 戸あり、そのうち周辺に大きな影響を及ぼす恐れのある空き家は 44

戸となっています。 

これらの空き家の所有者の多くは高齢者であり、またほとんどの建物が１年以上

使用されていません。 

 

■「空家等候補」及び「特定空家等候補」の戸数と分布状況 

地 域 空家等候補 特定空家等候補 小 計 

元 町 77 戸    29 戸    106 戸    

中 町 40 戸    14 戸    54 戸    

新 町 １戸    １戸    ２戸    

合 計 118 戸    44 戸    162 戸    

 

 

 

■建物の所有状況 

 

 

 

■建物を使用していない期間 

 

 

  

（資料：浦安市空家等実態調査報告書 令和元年 12 月） 
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３ 空き家を取り巻く課題 

本市の空き家を取り巻く現状から、空き家対策を進めていく上での課題を、以下

のとおり整理します。 

 

（１） 空き家の発生予防に関する課題 

本市では、人口、世帯数ともに依然として増加傾向にありますが、この先、人口、

世帯数ともに減少に転じると見込まれます。 

空き家率は、全国や千葉県と比較して低いものの、平成 15 年（2003 年）以前

と比較すると、増加の傾向にあります。また、本市では戸建住宅に住んでいる高齢

者の割合が多いことに加え、今後、高齢者世帯の増加が見込まれていることから、

住み替えや施設への入居、相続に起因する空き家の増加が懸念されます。 

誰もが直面する住宅という資産の継承の問題に備えるため、所有者をはじめ地

域や事業者等の意識の醸成を図るとともに、管理不全な空き家が増加しないよう、

空き家の発生を予防していく必要があります。 

 

（２） 空き家の維持管理に関する課題 

現在は適正に管理されている空き家についても、高齢であることや遠方に住ん

でいる、また管理する時間の都合がつかないなど、様々な理由から所有者自身で

は維持管理の継続が困難なことも少なくありません。 

所有者による適正な維持管理が継続できるよう必要な情報の提供に取り組むと

ともに、所有者自身だけでは空き家の維持管理が難しい場合においても適正な維

持管理ができるよう、事業者や地域などとの連携を図りながら、空き家の見守り体

制の構築に取り組む必要があります。 

 

（３） 空き家の利活用に関する課題 

本市においても、国や県と同様に住宅総数が世帯総数に対し上回っている状況

にあります。空き家の増加を抑制するためには、空き家となった際にも、有効な活

用や円滑な流通が図られるよう既存住宅の質を高めるとともに、様々な活用や市

場流通の促進を図る取り組みが大切です。 

また、意向調査では、所有者の多くが将来的には賃貸や売却での利活用を考え

ていますが、資金面や対処方法に不安を持っている方も多いことから、空き家の利

活用に関する情報提供や関係団体との連携による支援体制の構築を図る必要が

あります。 
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（４） 管理不全な空き家に関する課題 

建物の倒壊や損壊した屋根・外壁等の飛散による事故のほか、立木の枝や繁茂

した雑草による火災や道路交通への障害など、管理不全の空き家により周辺への

危険が増大するとともに、衛生や景観などの周辺の環境が悪化します。特に、特定

空家等については、近隣住民への影響が極めて大きいことから優先的に取り組む

ことが求められます。 

このため、空家法をはじめ関係法令に基づく措置や各種制度の効果的活用によ

り着実に対応していくことが必要です。 
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第３章 空き家対策の基本的な方針 

 

１ 基本的な考え方 

空き家は所有者の個人資産であることから、第一義的には所有者の責任のもと適

正な維持管理が行われることが前提となります。 

しかしながら、所有者が様々な事情から管理を十分に行うことができなくなった

空き家は、地域の生活環境に悪影響を及ぼすことから、所有者に加え行政や地域、関

係事業者等が協力し、空き家の発生を防止し、また発生した空き家の改善・是正に取

り組む必要があります。 

本市の現状として、空き家の数は多くはないものの、今後は、さらなる高齢化の進

展や暮らし方の多様化など、住宅を取り巻く情勢の変化により空き家の増加が懸念

されます。 

「利用中」の状態から様々な要因により空き家となった建物は、活用も適切な管理

もされずそのまま放置されると管理不全の状態に陥り、その状態が長期化すること

で周辺に大きな影響を及ぼす「特定空家等」となります。 

管理不全となった空き家は、時間の経過や老朽化の進行により所有者の特定が困

難になるなど、長期化するほど問題の解決には多くの時間や費用を要するばかりで

なく、困難を極めることから、早期の段階での取り組みが重要です。 

様々な要因が複雑に関係している空き家の課題に対応していくため、建物に居住

している時から、空き家となった初期、管理不全となった時といった、建物の各段階

での状態に応じて対策を講じ、空き家の発生や次の段階への進行を防止し、是正し

ていくことが重要と考え、「発生の予防・抑制」、「適正管理の促進」、「利活用の促進」、

「管理不全な空き家の解消」の４つの視点で空き家対策を総合的かつ計画的に推進

し、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ります。 

 

■建物の状態と対策の視点 
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２ 基本方針及び施策の体系 

空き家対策の基本的な考え方を踏まえ、以下の４つを基本方針とし、建物の状態

に応じた空き家対策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所有する住宅が、防災や防犯、衛生面などで地域の生活環境に深刻な影響を及
ぼさないよう、居住している時点から空き家への関心や将来の利活用への意識の
醸成・向上を図り、空き家の発生を予防・抑制します。 

施策の方向性１ 意識の醸成・向上 
施策の方向性２ 住宅の質の向上 

万一、空き家が発生しても、管理不全への進行を防ぎ、速やかに利活用につな
げられるよう、様々な主体が連携し、所有者及び管理者による適切な管理を促進
します。 

施策の方向性３ 適正な管理の促進 

良質な住宅ストックとして、また有効な地域資源として利活用されるよう、流動
性を高めるとともに、情報提供や利活用の仕組みづくりなどに総合的に取り組
み、空き家の利活用を促進します。 

施策の方向性４ 利活用の促進 

適正な管理がされず放置された空き家に対し、地域の生活環境に深刻な影響を
与えないよう対応を図るとともに、特に管理状況の悪い空き家に対しては、法令
に基づき適切に対応が図られるよう、状態に応じたルールや仕組みを整備し、管
理不全となっている空き家を解消します。 

施策の方向性５ 管理不全な空き家の解消 
施策の方向性６ 特定空家等の解消 

基本方針３ 空き家の利活用の促進 

基本方針１ 空き家の発生の予防・抑制 

基本方針２ 空き家の適正管理の促進 

基本方針４ 管理不全な空き家の解消 
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意識の醸成・向上 
空き家に関わる情報の提供 施策の 

方向性 
１ 

取組 
1-1 

相談体制の整備 
取組 
1-2 

高齢者世帯向け事業との連携 
取組 
1-3 

住宅の質の向上 
住宅性能の維持・向上 施策の 

方向性 
２ 

取組 
2-1 

住宅の良質化の推進 
取組 
2-2 

適正な管理の促進 
空き家に関わる情報の提供【再掲】 施策の 

方向性 
３ 

取組 
3-1 

相談体制の整備【再掲】 
取組 
3-2 

事業者等との連携による維持管理の促進 
取組 
3-3 

利活用の促進 
関係団体との連携体制の構築 施策の 

方向性 
４ 建物の市場性の向上 

取組 
4-2 

管理不全な 
空き家の解消 

所有者等への情報提供及び助言 施策の 
方向性 

５ 

取組 
5-1 

緊急安全措置の検討 
取組 
5-2 

空家法に基づく措置の実施 
取組 
6-1 

特定空家等の解消 

関係法令に基づく措置の実施 

施策の 
方向性 

６ 取組 
6-2 

財産管理制度等の活用 
取組 
6-3 

＜施策の方向性＞ ＜主な取り組み＞ 

取組 
4-1 
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３ 施策の方向性と主な取り組み 

 

 

施策の方向性１ 意識の醸成・向上 

建築物の所有者をはじめとする全ての市民が、空き家になる前や空き家になっ

た時の取り組みの重要性とともに、管理不全な空き家が周辺にもたらす諸問題に

ついて認識することが重要であることから、広く市民や所有者等に向けて空き家

の発生予防につながる情報を提供することで、居住や利用段階から空き家になら

ないよう意識の向上を図ります。 

 

【主な取り組み】 

① 空き家に関わる情報の提供 

○空き家の問題点や適正な維持管理の必要性についての理解を高めるため、市

ホームページや市広報誌への掲載やパンフレットを作成し周知します。 

○建築物の所有者に対する空き家の発生予防への意識の向上を図るため、「固

定資産税納税通知書」の送付に合わせて、空き家関連情報の同封や、封筒への

印字などを検討します。 

○相続による空き家の発生を抑制するため、平成 28 年度の税制改正により創

設された「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」（空き家

の譲渡所得の 3,000 万円特別控除）について、周知を図ります。 

② 相談体制の整備 

○空き家の発生予防に向けた意識の醸成を図るために、関係団体や事業者と連

携して、セミナーや空き家相談会を実施します。 

○住宅課を中心に関係団体や事業者と連携して相談体制を整備します。 

③ 高齢者世帯向け事業との連携 

○今後も増加が見込まれる高齢者世帯やその家族を対象に、住まいを円滑に次

世代へ適切に引き継いでいくため、相続発生前の準備や相続発生時の登記名

義の変更に必要な情報をわかりやすく提供します。 

○高齢期になっても安心して住み続けられる環境を確保するため、リバースモー

ゲージ等の制度についての情報を提供します。 

○所有者だけでは対応が難しい場合についても維持管理などを促進するため、

浦安市社会福祉協議会をはじめとする関係団体等と連携し、成年後見制度や

家族信託などの周知を図ります。  

基本方針１ 空き家の発生の予防・抑制 
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施策の方向性２ 住宅の質の向上 

住宅の安全性や質の向上、長寿命化を促進することにより、高齢期になっても安

全で安心して住み続けられる住まいが形成されます。 

また、空き家となった場合にも、住宅の利活用が容易となり、円滑に流通すると

考えられることから、耐震性や居住性、長寿命化など住宅の質の向上につながる

制度の利用促進を図ります。 

 

【主な取り組み】 

① 住宅性能の維持・向上 

○住宅の耐震化を推進するため、住宅の耐震診断や耐震改修工事にかかる費用

の一部を負担する補助事業を実施します。 

② 住宅の良質化の推進 

○住宅の質の維持・向上を図るため、バリアフリー化や省エネルギー化等への支

援を実施します。 

○良質な住宅を認定する「長期優良住宅制度」や住宅性能の相互比較ができる

「住宅性能表示制度」に関する情報提供を行います。 
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施策の方向性３ 適正な管理の促進 

所有者や管理者において、空き家の維持管理に関する情報が不足していること

や、維持管理の必要性や重要性が十分に理解されていないことが原因で空き家の

維持管理が適切に行われないことがあることから、生活環境・景観の悪化や安全

性の低下など、空き家を放置することにより発生する様々な問題や、適正な維持

管理につながる情報を所有者等に提供し、管理意識の向上を図ります。 

また、所有者が遠方に居住している場合や高齢の場合など、所有者自身で維持

管理を行うことが困難な場合があることから、事業者や専門家等との連携により、

空き家の見守り・管理代行に関する支援制度を構築します。 

 

【主な取り組み】 

① 空き家に関わる情報の提供【再掲】 

○空き家の問題点や適正な維持管理の必要性についての理解を高めるため、市

ホームページや市広報誌への掲載やパンフレットを作成し周知します。 

② 相談体制の整備【再掲】 

○空き家の適正管理に向けた意識の醸成を図るために、関係団体や事業者と連

携して、セミナーや空き家相談会を実施します。 

○住宅課を中心に関係団体や事業者と連携して相談体制を整備します。 

③ 事業者等との連携による維持管理の促進 

○所有者だけでは対応が難しい場合についても維持管理を促進するため、シル

バー人材センターをはじめとする関係団体等や維持管理を行う代行業者等と

の連携により、定期的な見回りや維持管理作業等を実施できる体制を整備し

ます。 

○空き家の維持管理について、関係団体や、法務関係者、NPO などと連携した

相談会の開催など、空き家の所有者からの相談対応に当たるための体制を整

備します。 

 

  

基本方針２ 空き家の適正管理の促進 
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施策の方向性４ 利活用の促進 

将来的に、高齢単身世帯が増加する見込みであり、今後は施設への入居や長期

療養による空き家の増加や、認知症等により所有する財産を管理できないケース

などが増えることも見込まれます。そこで、利活用に関する相談先や方法に関する

情報が不足している所有者がいることから、既存住宅の賃貸・売買に関する様々な

情報を所有者に対して発信し、空き家の円滑な市場流通を促進します。 

 

【主な取り組み】 

① 関係団体との連携体制の構築 

○円滑な空き家の利活用の実現に向け、不動産団体等との連携体制の構築に取

り組みます。 

○空き家の市場流通を促進させるため、空き家所有者の「売りたい」「貸したい」

意向に対し、マッチングのための仕組みづくりを検討します。 

○高齢者や子育て世帯等がライフスタイルやライフステージに応じた住み替えが

できるよう、住み替え希望の高齢者世帯等の持ち家を借上げ、子育て世帯等

に転貸する「マイホーム借上げ制度」の周知を図ります。 

② 建物の市場性の向上 

○既存住宅の市場流通を促進させるため、既存住宅の建物状況調査（インスペク

ション）制度や、既存住宅の流通促進に向けた｢安心Ｒ住宅｣の登録制度、住宅

履歴情報（いえかるて）の活用など、既存住宅の流通促進等の制度に関する情

報提供を行います。 

 

■マイホーム借上げ制度のしくみ 

 

基本方針３ 空き家の利活用の促進 
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施策の方向性５ 管理不全な空き家の解消 

適切に管理されていない空き家は、防災、衛生、景観面などにおいて地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があることから、管理不全な空き家の所

有者等に対して、注意喚起など適切な管理を促すことで、特定空家等となることを

防止するとともに生活環境の保全を図ります。 

 

【主な取り組み】 

① 所有者等への情報提供及び助言 

○管理不全な空き家に関する近隣住民からの通報・相談に対し、現地の状況把

握や空き家の所有者等を特定するための調査を行います。また、管理不全な

空き家の所有者等への連絡や助言などを行い、適正な維持管理の促進や問題

解決を図ります。 

② 緊急安全措置の検討 

○近隣住民から相談を受けた空き家について、管理不全な状態が著しく、周辺へ

の危害または悪影響を防止するため緊急の必要があると認められる場合に、

市が必要な最低限度の緊急安全措置を講じることができるよう制度を構築し

ます。 

 

 

 

 

  

基本方針４ 管理不全な空き家の解消 
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施策の方向性６ 特定空家等の解消 

適切な管理がされず、特定空家等と認められる空家等に対しては、空家法に基

づく助言・指導、勧告等の措置を行うことで、生活環境の保全を図ります。 

 

【主な取り組み】 

① 空家法に基づく措置の実施 

○国から示されている『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図る

ために必要な指針（ガイドライン）』を踏まえ、特定空家等と判断するための基

準を整備します。 

○特定空家等に該当するか否かの判断及び特定空家等に対する措置の方針な

どを協議する場として、「（仮称）浦安市空家等対策協議会」の設置を検討しま

す。 

○適正な維持管理がなされず、建築物が著しく保安上危険となるおそれがある

場合や、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である場

合などとなった場合には、空家法に基づき「特定空家等」と認定し、助言・指導、

勧告などの対応を行います。 

② 関係法令に基づく措置の実施 

○管理不全な状態の空家等が、現に著しく保安上危険な建築物である場合や、

火災予防上著しく不適切な状態にある場合、立木等が道路に倒壊している場

合、災害によって倒壊等した空き家に係る障害物を除却する必要がある場合

など、関係する他法令に基づく措置を必要に応じて実施します。 

③ 財産管理制度等の活用 

○所有者の所在が不明、死亡、又は相続人が不存在の空き家について、当該空

き家の状況や、対応の必要性に応じて、相続財産管理人などの財産管理制度

等の活用を検討します。 

 

 

 
  

■財産管理制度 

財産管理制度とは、「民法」に基づく制度で、空き家に

ついて、登記情報や税情報等による調査をした結果、所

有者の所在が不明又は相続人が存在しないと判明した

場合、家庭裁判所が選任した財産管理人との契約によ

り、管理・利用・処分が可能となる制度です。財産の所有

者の所在が分からないときは不在者財産管理人、相続人

の存否が明らかでないときは相続財産管理人が選任さ

れます。 
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■特定空家等に対する措置フロー図 

 

  （資料：特定空家等に対する措置マニュアル（千葉県すまいづくり協議会空家等対策検討部会）） 
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第４章 計画の推進に向けて 

 

１ 各主体の役割 

空き家対策を進めるためには、所有者だけの問題とせず、それぞれの主体が求め

られる役割を果たし、地域全体で取り組む必要があります。このため、所有者、市だ

けでなく、市民や地域、不動産等を専門とする事業者等が相互に連携して空き家に

関する取り組みを行う必要があります。 

 

（１） 所有者等の役割 

空家法第３条では、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されていま

す。 

空き家の所有者等は、空き家のまま放置すると劣化が早く、防災・防犯面でのリ

スクが高くなることや近隣へ悪影響を及ぼすことを理解し、空き家が管理不全な

状態にならないよう適切な管理に努めるとともに、地域に管理状況等の情報提供

等を行うことや、積極的に空き家の利活用を進めるなど早急な解消に努めること

が求められます。 

 

（２） 市の役割 

空家法第４条では、「市町村は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める

ものとする。」と規定されています。 

市は、地域住民から提供される空き家の情報や、様々な相談への対応に当たっ

ては、総合的な窓口としての役割を担うとともに、まちづくりの観点から空き家対

策における取り組みを実施します。 

また、所有者や地域、事業者等が適切に空き家対策を実施できるよう、管理や利

活用に関する情報提供をはじめ必要な支援を行います。 

 

（３） 地域の役割 

良好な地域環境を維持するために、地域コミュニティ内の連携を強化するなど、

管理不全な空き家が発生しないよう、良好な地域住民間の関係を築くことが求め

られます。 

また、地域内の空き家の情報提供や空き家の適正管理や利活用に当たって、市

や所有者と連携して取り組むことが必要です。 
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（４） 事業者等の役割 

空き家の対策はその管理だけでなく、市場への流通や法規制、地域環境や地域

コミュニティなどに関して様々な課題が伴うことから、専門的かつ幅広い分野での

情報収集が必要となります。 

そのため、事業者等はその専門的な知識や技術をもって、市や所有者が行う空

き家の対策に対し、情報提供や技術的な支援等を行うなど、対策の実施に積極的

に協力することが求められます。 

また、事業者等自らが管理する住宅等についても、管理不全にならぬよう適切

な管理を行うとともに、空き家となった場合は、早急な解消に努めることが求めら

れます。 

 

 

■各主体の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所有者

適正な管理

地 域

連携の強化

浦安市

窓口・支援

事業者

積極的な協力
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２ 推進体制 

今後、空き家に関する状況の変化を的確に捉えながら、着実に計画を推進してい

くため、推進体制を構築します。 

空き家に関する調査や特定空家等に該当するか否かの判断、特定空家等に対する

立ち入り調査及び措置の方針に関する協議を行う場として「（仮称）浦安市空家等対

策協議会」の設置を検討します。また、都市政策部住宅課を中心に相談体制をはじめ

とする推進体制を構築し、問題の解消に向けて取り組みます。 

 

３ 関連機関・団体等との連携 

空き家については、関係法令が多岐にわたるとともに、対応方法も状況によって

異なるため、関連する関係機関・団体等が連携して対応する必要があります。 

本市は、千葉県が「千葉県すまいづくり協議会」の専門部会として設置する「空家

等対策検討部会」に参加しており、県や県内市町村とともに空き家対策に関する情

報の収集、空き家対策の実施などについて検討を行っています。今後も当該部会の

活動を通じて、他自治体との連携を図っていきます。 

また、法務、不動産、建築等の分野などにおける関係団体との連携・協力体制を構

築します。 

 

■関係団体との連携事項の例 

関係団体の例 相談内容 

千葉県弁護士会 相続や法律全般に関する相談等 

千葉司法書士会 相続や登記に関する相談等 

（一社）千葉県宅地建物取引業協会 不動産の取引・活用に関する相談等 

（公社）千葉県建築士事務所協会 耐震・リフォーム・改修工事に関する相談等 

千葉県税理士会 相続税、贈与税等の税金に関する相談等 

千葉県土地家屋調査士会 敷地の境界に関する相談等 
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４ 計画の進行管理 

本計画は、令和３年度（2021 年度）から令和 11 年度（2029 年度）までを計画期

間とし、最終年度に空き家対策の実施状況の検証を行うに当たって空家等実態調査

を実施し、計画の見直しを行うこととします。 

計画期間内において、本市における対策や措置の事例収集、積み重ねにより、効果

的な事業の検討と有効性ある啓発や措置、施策を行っていき、より実効性ある次期

計画の見直しにつなげていきます。 

 

 

■空家等対策計画の管理と検証サイクル 

 

 

 

Plan
（計画）

Do
（実行）

Check
（評価）

Action
（改善）

空家等対策計画の策定 

空家等対策計画の見直し 空き家対策の実行 

実施状況の検証 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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１ 住宅・土地統計調査結果 

（１） 本市の住宅の状況 

本市の住宅総数は 86,470 戸、居住世帯のない住宅が 9,410 戸、そのうち「空

き家」が 9,110 戸です。「空き家」の中でも、いわゆる別荘などの「二次的住宅」、不

動産として管理されている「賃貸用の住宅」及び「売却用の住宅」を除いた「その他

の住宅」が、市場で流通をしておらず活用もされていない空き家と考えられ、

1,170 戸となっています。 

 

■住宅・土地統計調査による住宅分類（2018 年） 

 

 

 

 

 

  

居住世帯のある住宅 専用住宅 持家 一戸建 13,170戸

77,050戸 76,800戸 37,420戸 長屋建 1,600戸

共同住宅 22,520戸

その他 130戸

借家 公営・UR・公社 公営の借家 440戸

35,890戸 3,090戸 UR・公社の借家 2,650戸

民営 一戸建 290戸

不明 28,870戸 長屋建 110戸

3,490戸 共同住宅 28,460戸

その他 10戸

給与住宅

3,930戸

住宅総数 店舗その他の併用住宅

86,470戸 250戸

居住世帯のない住宅 空き家 二次的住宅 内、腐朽・破損あり 一戸建 長屋建・共同住宅・その他

9,410戸 9,110戸 220戸 0戸 0戸 0戸

賃貸用の住宅 内、腐朽・破損あり 一戸建 長屋建・共同住宅・その他

7,030戸 560戸 0戸 560戸

売却用の住宅 内、腐朽・破損あり 一戸建 長屋建・共同住宅・その他

690戸 50戸 50戸 0戸

その他の住宅 内、腐朽・破損あり 一戸建 長屋建・共同住宅・その他

1,170戸 90戸 20戸 70戸

一時現在者のみの住宅

260戸

建築中の住宅

40戸 （資料：平成 30 年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 
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（２） 空き家率の近隣自治体比較 

千葉県内の 37 市で比較すると、浦安市の総住宅数に対する空き家率は

10.5％（県内 28 位）で、県全体の空き家率 12.6％より 2.1 ポイント低い状況に

あります。 

浦安市の全ての空き家のうち、戸建住宅に絞った空き家率は2.9％（県内37位）

となっており、県内で最も少ない状況となっています。 

 

■全国・千葉県・県内 37 市における空き家率 

 

 

 

  

地域区分 総住宅数 総戸建数 総空き家数 戸建空き家数 空き家率 戸建空き家率 戸建空き家率順位

全 国 62,407,400 32,078,200 8,488,600 3,183,800 13.6% 9.9% －

千 葉 県 3,029,800 1,538,200 382,500 132,000 12.6% 8.6% －

千 葉 市 478,900 175,600 57,900 11,300 12.1% 6.4%

銚 子 市 31,130 24,550 5,680 3,380 18.2% 13.8%

市 川 市 264,560 82,150 29,640 5,050 11.2% 6.1%

船 橋 市 310,190 123,730 32,120 7,500 10.4% 6.1%

館 山 市 27,450 22,720 7,450 5,760 27.1% 25.4%

木 更 津 市 66,590 44,720 9,240 3,600 13.9% 8.1%

松 戸 市 254,850 100,780 32,250 6,380 12.7% 6.3%

野 田 市 66,940 50,250 7,040 3,720 10.5% 7.4%

茂 原 市 44,390 31,990 8,710 3,710 19.6% 11.6%

成 田 市 62,640 30,140 7,730 1,780 12.3% 5.9%

佐 倉 市 75,840 50,620 7,090 3,120 9.3% 6.2%

東 金 市 29,630 20,270 5,230 2,420 17.7% 11.9%

旭 市 26,900 21,380 3,610 2,060 13.4% 9.6%

習 志 野 市 83,810 24,770 9,010 1,210 10.8% 4.9%

柏 市 208,120 106,550 22,860 4,660 11.0% 4.4% 同率35位

勝 浦 市 14,430 9,540 6,800 3,150 47.1% 33.0%

市 原 市 127,950 78,820 18,680 6,500 14.6% 8.2%

流 山 市 83,860 43,370 7,420 2,070 8.8% 4.8%

八 千 代 市 86,620 38,510 9,140 1,820 10.6% 4.7%

我 孫 子 市 60,480 33,420 6,210 1,780 10.3% 5.3%

鴨 川 市 19,840 14,090 5,630 3,560 28.4% 25.3%

鎌 ケ 谷 市 49,730 30,400 4,730 1,590 9.5% 5.2%

君 津 市 39,390 27,060 6,050 2,350 15.4% 8.7%

富 津 市 20,770 17,840 3,610 2,680 17.4% 15.0%

浦 安 市 86,460 15,700 9,110 460 10.5% 2.9% 37位

四 街 道 市 39,960 27,710 3,050 1,070 7.6% 3.9% 36位

袖 ケ 浦 市 25,440 18,990 2,520 1,240 9.9% 6.5%

八 街 市 30,890 24,920 3,970 2,180 12.9% 8.7%

印 西 市 38,210 21,160 3,620 1,500 9.5% 7.1%

白 井 市 24,930 13,570 1,860 600 7.5% 4.4% 同率35位

富 里 市 23,050 15,380 2,670 1,240 11.6% 8.1%

南 房 総 市 19,700 17,850 5,300 4,030 26.9% 22.6%

匝 瑳 市 15,060 13,160 2,180 1,630 14.5% 12.4%

香 取 市 31,600 26,200 4,540 2,630 14.4% 10.0%

山 武 市 23,180 20,650 4,070 3,220 17.6% 15.6%

い す み 市 20,430 18,790 5,360 4,800 26.2% 25.5%

大 網 白 里 市 22,800 19,180 3,690 2,790 16.2% 14.5%

住宅数 空き家率空き家数

（資料：平成 30 年住宅・土地統計調査（総務省統計局）） 
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２ 空家等実態調査結果 

（１） 調査概要 

建物等の現況、戸数及び分布状況等を把握することにより、空家等の発生の予

防や適正な管理、利活用の検討及び、本計画策定のための基礎資料とすることを

目的として、空家法に基づき、浦安市内における空家等の現地調査を実施しまし

た。 

 

■調査対象区域 

浦安市全域 

 

■調査期間 

令和元年（2019 年）８月～令和元年（2019 年）９月 

 

■調査対象建築物 

調査対象建築物は、空家法に基づく建築物で、主に以下の３種類となりまし

た。 

①戸建住宅  ②店舗併用住宅  ③集合住宅（２階建て以下） 

 

■調査対象建築物の抽出方法 

水道閉栓情報（4,095 戸）（平成 31 年（2019 年）１月末時点）から所在情報

不足、同一所在地等を除外した 3,277 戸及び市で把握する既存空き家情報

（47 戸）を対象に机上調査を行い、「空家等候補対象」（500 戸）を抽出しまし

た。 

さらに、現地調査中に新たに発見したもの、調査期間中に近隣住民から情報

提供のあったものを追加し、合計 529 戸を調査対象としました。 

なお、空家法に基づき、集合住宅に関しては、全室が空室である場合に限り

「空家等候補対象」としました。 

 

本調査における定義 

空
家
等
候
補
対
象 

空家等候補 
・外観目視による判定で【生活等のサイン】が 

確認できなかったもの。 

非該当 
・外観目視による判定で【生活等のサイン】が 

確認できたもの。 

特定空家等候補 
・近隣住民に悪影響を与えている「空家等候補」 

・近隣住民が不安を覚える「空家等候補」 

※【生活等のサイン】とは、表札の有無、ポストや雨戸の状況等を外観上から判

断したものです。  
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（２） 調査結果 

 

■不良度別空家等候補の戸数 

地域 町名 

不良度 

空家等候補 
特定空家等 

候補 
総計 

元 町 

猫 実 35 9 44 

堀 江 14 12 26 

当代島 20 6 26 

北 栄 5 0 5 

富士見 3 2 5 

計 77 29 106 

中 町 

海 楽 11 3 14 

東 野 1 3 4 

美 浜 6 0 6 

入 船 1 1 2 

富 岡 2 2 4 

今 川 5 2 7 

弁 天 4 2 6 

舞 浜 9 1 10 

千 鳥 0 0 0 

鉄鋼通り 1 0 1 

港 0 0 0 

計 40 14 54 

新 町 

高 洲 0 1 1 

明 海 0 0 0 

日の出 1 0 1 

計 1 1 2 

総 計 118 44 162 
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■空家等候補の分布状況 
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■特定空家等候補の状況 

特定空家等候補の要因となった項目を、以下に集計しました。尚、重複する状

況もある為、合計数は特定空家等候補総計 44 戸とは一致しません。 

特定空家等候補の多くは、「家屋・構造物の状況」よりも、ゴミ等の放置、立木、

雑草による状況等の「周囲への影響度」によって特定空家等候補となっているの

が読み取れます。 

 

 

 

  



 

35 

３ 所有者意向調査結果 

（１） 調査概要及び回収結果 

建物の現状や所有者のご意向についてお伺いし、今後の空家等の発生防止や活

用の方策を検討するための資料とすることを目的として、建物所有者の方へアン

ケート調査を実施しました。 

 

■アンケート調査の名称 

浦安市 建物等ご利用実態アンケート調査 

 

■調査対象者 

浦安市内 空家等候補所有者 164 人 

（空家等実態調査を基に抽出。共有名義の建物があるため空家等候補の 162

戸と一致しません。） 

 

■配布及び回収方法 

郵送による配布及び回収（返信用封筒） 

 

■調査日 

【配布】令和２年（2020 年）11 月 16 日発送 

【回収】令和２年（2020 年）11 月 30 日投函締切 

 

■回収結果 

有効配布数 164 票 

回収数 97 票 

有効回収数（白票を除いたもの） 96 票 

回収率（有効回収数÷有効配布数） 58.5％ 
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（２） 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① アンケートの回答者について 

問１ アンケートの回答者（単数回答）                       

 「所有者本人」による回答が最も多く、回答者数の 77.9％を占めていま

す。 

 

 

② 建物の所有状況について 

問２ 建物の所有者（単数回答）                       

 「所有者本人」による回答が最も多く、回答者数の 61.5％を占めていま

す。 

 実態調査後の約１年間のうちに、20％以上が売却済み或いは解体済みで

あり、空き家の流動性が高いといえます。 

 

  

＜調査結果の見方＞ 

 各設問の「ｎ＝【数値】」は、設問ごとの回答者数を示しています。ｎの数値

は、その設問の 100％が何人に相当するかを示しています。 

 複数回答の設問では、「ｎ＝【数値】（複数可）」とし、ｎの数値は、その設問の

100％は回答者数ではなく、全ての複数回答の合計票数を示しています。 

 構成比（％）は、小数第２位を四捨五入して算出しています。従って、設問に

よっては合計値が 100％にならず、１％の誤差が発生する場合があります。 

 設問によっては、未回答があるため、回答数が一致していない場合がありま

す。 



 

37 

問３ 建物所有者の人数（単数回答）                        

 所有者の人数は、「１人（又は１社）」が最も多く、回答者数の 75.0％を占

めています。 

 

 

問４ 建物所有者の年齢（単数回答）                        

 所有者の年齢は、概ね８割を 60 歳以上が占めています。「70 歳代」が

35.3％で最も多く、次いで「60 歳代」が 29.4％を占めています。 

 

 

問５ 建物所有者の世帯類型（単数回答）                      

 所有者の世帯類型は、「親と子の２世代」が 33.3％で最も多く、次いで、

「単身世帯」が 26.4％を占めています。 
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問６ 建物所有の経緯（単数回答）                         

 所有の経緯は「相続」が最も多く、58.3％を占めています。 

 建物を購入した理由は、「自宅（自身の自宅用）」が最も多く 29.2％を占

めています。 

 

 

③ 建物の使用状況について 

問７ 建物の使用の有無（単数回答）                        

 回答者数の 58.9％が建物を「使用している」と回答しました。 

 
 

問８① 「建物を使用している」を対象に、建物の使用方法（単数回答）        

 建物を使用している回答者のうち、使用方法は、「自宅（自身又は親族）」

が最も多く、41.9％を占めています。次いで、「倉庫又は物置」で、

34.9％を占めています。 
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問８② 建物を「使用している」を対象に、建物の使用頻度（単数回答）        

 建物を使用している回答者のうち、使用頻度は、「ほぼ毎日」が最も多く、

51.2％を占めています。 

 

 

問９① 建物を「使用していない」を対象に、その原因（複数回答）          

 建物を使用していない原因では、「相続したが他に自宅がある」が最も多

く、36.4％を占めています。 
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問９② 建物を「使用していない」を対象に、使用していない期間（単数回答）     

 建物を使用していない期間では、「５年以上 10 年未満」が最も多く、

47.1％を占めています。 

 

 

④ 建物の状態や管理状況について 

問１０ 建物の建築時期（単数回答）                        

 建物の建築時期では、「昭和 45 年（1970 年）～昭和 55 年（1980 年）」

の期間に建築されたものが最も多く、43.7％を占めています。次いで、

「昭和 45 年以前（1970 年以前）」に建築されたものが 29.6％を占めて

います。 

 昭和 55 年（1980 年）以前に建築され、40 年以上経過する建物が 70％

以上を占めています。 

 

 

問１１ 建物の現在の状態（単数回答）                       

 建物の現在の状態は、「使用できる状態」が最も多く 44.4％を占めてい

ます。 

 軽微な修繕も含むと、所有者が「使用可能」と認識している建物が、約８割

を占めています。 
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問１２ 建物の修繕予定等の有無（単数回答）                    

 建物の修繕予定等について、「修繕・建替・解体の予定なし」が最も多く

38.9％を占めています。次いで、「解体予定（時期未定）」が 25.0％を占

めています。 

 

 

問１３ 建物の管理者（単数回答）                         

 建物を管理しているのは、「所有者自身」が最も多く、71.2％を占めてい

ます。「所有者自身」及び「家族・親族」による管理が９割以上を占めていま

す。 
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問１４ 建物の管理の頻度（単数回答）                       

 建物管理の頻度は、ほぼ毎日が最も多く 26.4％を占めています。 

 
 

 このうち、問７で「建物を使用していない」の回答者に限って整理すると、

建物管理の頻度は、「２～３か月に１回程度」が最も最も多く 32.3％を占

めています。 
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問１５ 建物の管理内容（複数回答）                        

 管理内容では、「建物内外の点検・見回り」が最も多く 22.7％を占めてい

ます。次いで、「樹木・雑草の管理」が 20.5％を占めています。 

 

 

 このうち、問７で「建物を使用していない」の回答者に限って整理すると、

建物管理の頻度は、「建物内外の点検・見回り」が最も多く 29.0％を占め

ています。次いで、「樹木・雑草の管理」が 27.5％を占めています。 
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問１６ 建物管理上の障害や課題（複数回答）                    

 建物を管理する上で困っていることがある所有者が概ね６割を占めてい

ます。 

 

 

問１７ 建物を「管理していない」を対象に、その理由（複数回答）          

 建物を管理していない理由には以下の４票の回答がありました。 

 管理方法がわからない 

 今後利用予定がない 

 解体予定がある 

 所有者本人は遠方に居り、近隣に住む家族が管理に協力しない 

 

⑤ 建物の今後の利活用について 

問１８ 建物の利活用予定の有無（単数回答）                    

 今後の活用予定について、「利活用したい」が最も多く 71.4％を占めてい

ます。 
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問１９① 建物を「利活用したい」を対象に、利活用する条件（複数回答）       

 利活用するための条件では、「特に条件は無い」が 27.1％で最も多く、次

いで「借り手、買い手が見つかれば」が 25.4％を占めています。 

 

 

問１９② 建物を「利活用したい」を対象に、利活用したい方法（複数回答）      

 利活用したい方法について、「住宅として賃貸」が最も多く 21.3％を占め

ています。次いで「自宅」が 18.8％を占めています。 

 一方で、「建物と土地を売却」及び「解体して土地を売却」を合計すると

26.3％となり、売却を希望する意見が最も多くを占めています。 

 
 

問２０ 建物を「利活用するつもりはない」を対象に、その理由（複数回答）      

 建物を「利活用するつもりはない」という６票の意見について、その理由に

ついて、以下に示す５票の回答がありました。 

 「建物への思い入れが強い」 １票 

 「建物を直して使う予定がある」 １票 

 「売れる、貸せるとは思わない」 １票 

 「特に考えていない」 ２票 
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問２１ 建物の管理や利活用について希望する制度や支援（優先順に３つまで）     

 第１位から第３位までの希望順を含めて質問した結果を下表に示しました。

さらに、優先順位の重みづけを点数に置き換えた結果をグラフに示しまし

た。 

 グラフで最も点数が高いのは、「改修・修繕制度の助成制度 53 点

（19.5％）」、「不動産の専門家への相談制度 52 点（19.1％）」がほぼ同点

となり、次いで「特に必要な支援は無い 44 点（16.2％）」の順となりまし

た。 

 

 

選択肢 第1位 第2位 第3位 合計回答数
建築の専⾨家への相談制度 4票 5票 2票 11票
不動産の専⾨家への相談制度 9票 12票 1票 22票
法律の専⾨家への相談制度 3票 1票 3票 7票
市の総合相談窓⼝ 8票 1票 3票 12票
管理・利活⽤の情報提供 1票 2票 6票 9票
建物の危険度診断の⽀援制度 2票 5票 3票 10票
改修・修繕費⽤の助成制度 13票 6票 2票 21票
解体費の貸付制度 1票 0票 0票 1票
賃貸借の仲介制度 0票 2票 3票 5票
建築基準法の規制緩和 0票 0票 2票 2票
ゴミ屋敷管理への市の介⼊ 1票 0票 0票 1票
法律改正・減税 2票 0票 0票 2票
特に必要な⽀援はない 14票 0票 2票 16票
その他 1票 0票 0票 1票
回答総数（ｎ＝） 59票 34票 27票 120票

回答数
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４ 関係法令 

（１） 空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年法律第百二十七号） 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を

保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、

空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第

二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推

進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図

るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるも

のとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 



 

48 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の

規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情

報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 
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（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会

の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要

と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し

この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技

術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならな

い。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該

職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることが

できる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所

に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通

知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、こ

の限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情

報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行の
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ために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のた

めに内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用す

る目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関する

ものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために

必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情

報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃

貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切

に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデー

タベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供そ

の他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれ

ば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）を

とるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等
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の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶

予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必

要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じ

ようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に

意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わな

ければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項

に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠

を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の

期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）

の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる

ことができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措

置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しく

は指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定め

る手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができ
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る。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限まで

にその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措

置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げて

はならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章

（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図

るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通

省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する

補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他

の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の

過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布
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の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、た

だし書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 
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（２） 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

【概要】 
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（３） 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 

（ガイドライン）【概要】 
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（４） その他関係する法令 

適切な管理が行われていない空き家に対する対応は空家法に限定されず、他の法

令により各法令の目的に沿って必要な措置が講じられます。 

法令 名称 概要 備考 

建築 

基準法 

保安上危

険な建築

物等に対

する措置 

・特定行政庁は、著しく保安上危

険又は著しく衛生上有害であ

る既存不適格建築物等につい

て、必要な措置をとるよう勧

告・命令できる。 

・特定行政庁は、上記命令に基づ

く措置が講じられないとき等

は代執行できる。 

・「空家等」以外も対

象。 

・著しく保安上危険又

は著しく衛生上有害

である状態のみが

措置の対象。 

・略式代執行の場合、

「著しく公益に反す

る」ことも要件。 

消防法 火災の予

防のため

の措置 

・消防長、消防署長その他消防吏

員は、火災の予防に危険な物

件等について、必要な措置を

とるよう命令できる。 

・消防長又は消防署長は、所有者

を確知できないとき等は代執

行できる。 

・「空家等」以外も対

象。 

・火災予防や消防活動

の障害のみが措置

の対象（繁茂した樹

木の落ち葉による

失火や、施錠されて

いないことによる放

火の恐れ。など）。 

道路法 沿道区域

に お け る

土地等の

管理者の

損害予防

義務 

・道路管理者は、沿道区域内にお

いて、道路の構造に損害又は

交通に危険を及ぼすおそれが

ある土地、竹林又は工作物に

ついて、必要な措置をとるよ

う命令できる。 
 

・「空家等」以外も対

象。 

・「沿道区域」が指定さ

れている場合のみ

が措置の対象。 

景観法 形態意匠

の制限に

適 合 し な

い建築物

に 対 す る

措置 

・市長は、景観地区内において、

基準に適合せず、良好な景観

の形成に著しく支障があると

認められる場合、議会の同意

を得て、必要な措置をとるよ

う命令できる。 
 

・「空家等」以外も対

象。 

・「景観地区」が指定さ

れている場合のみ

が措置の対象 

廃棄物の

処理及び

清掃に関

する法律 

一般廃棄

物に対す

る措置命

令 

・市長は、一般廃棄物処理基準に

適合しない廃棄物の収集、運

搬、処分によって、生活環境の

保全上支障が生じると認めら

れるときは、必要な措置をと

るよう命令できる。 

・市長は、上記命令に基づく措置

が講じられないとき等は自ら

除去等の措置ができる。 
 

・「空家等」以外も対

象。 

・廃棄物の処理や生活

環境の保全のみが

措置の対象。 
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災害対策 

基本法 

市町村の

緊 急 措

置 、 応 急

公用負担

等 

・市長は、災害発生時には、災害

の発生を抑制し、又は災害の

拡大を防止するために必要な

応急措置を実施しなければな

らない。 

・応急措置を実施するため緊急

の必要があると認めるとき

は、他人の土地、建物その他の

工作物を一時使用等できる。 

・「空家等」以外も対

象。 

・災害発生時または発

生しようとしている

時に限定。 

・応急措置を実施する

ため緊急の必要が

ある場合に限定（台

風等で屋根のトタン

がはがれかかり、そ

れが飛散して周囲

に危険を及ぼす可

能 性 が あ る 時 な

ど）。 

災害 

救助法 

救助の種

類 

・市長は、災害によって運ばれた

日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去ができ

る。 

・「空家等」以外も対

象。 

・災害によって運ばれ

た支障物のみが対

象。 

密集市街

地におけ

る防災街

区の整備

の促進に

関する法

律 

延焼等危

険建築物

に 対 す る

除去の勧

告 

・市長は、防災再開発促進地区内

で、老朽化した木造の建築物

で、延焼防止上危険等である

ものについての除却すべきこ

とを勧告できる。 

・「空家等」以外も対

象。 

・防災再開発促進地区

内限定。 
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５ 用語解説 

あ 行 

【空き家】 

総務省が５年ごとに行う「住宅・土地統計調査」での表現方法です。定義は、「居

住世帯のない住宅」のうち、「一時現在者のみの住宅」と「建築中の住宅」を除く

「二次的住宅」、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「その他の住宅」をいい、空家

法の「空家等」とは定義が異なります。 

 

【空家等】 

「空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）」において定義される「空家等」

をいいます。建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がな

されていないことが常態（概ね年間を通じて使用実績がない状態）であるもの及

びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいいます。ただし、国又

は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。 

 

【安心Ｒ住宅】 

中古住宅を安心して購入できるよう、耐震性や管理状態、リフォーム等に関する

情報が明らかな既存住宅で、国の関与のもとで事業者団体が標章を付与したも

の。 

 

【建物状況調査（インスペクション）】 

住宅の設計・施工に詳しい建築士などの専門家が、第三者的な立場から住宅の

劣化や不具合の状況について調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所、その

時期などを客観的に検査すること。 

 

か 行 

【家族信託】 

財産を管理する一つの手法で、家族に自分の財産を託し、代わって管理や処分

をしてもらう制度。 

 

【居住世帯のない住宅】 
「住宅・土地統計調査」において、ふだん人が居住していない住宅をいいます。 

 

【共同住宅】 

独立した複数の住戸が、1 棟の建物内に集まっている共用部分のある住宅。マン

ションやアパートの総称。 

 

【高齢単独世帯】 

65 歳以上の１人暮らし世帯のこと。  
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さ 行 

【住宅ストック】 

ある時点において存在する既存住宅の在庫のこと。 

 

【住宅性能表示制度】 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度で、構造耐力、省エネル

ギー性、遮音性等に関する住宅の性能表示を適正化するため、表示方法や評価

方法の基準を設け、消費者による住宅性能の相互比較を可能にしたもの。 

 

【住宅履歴情報（いえかるて）】 

住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産等に関する記録のこと。（一社）住宅

履歴情報蓄積・活用推進協議会が住宅履歴情報サービスの公正かつ適正な実施

を図るとともに、住宅履歴情報の蓄積・活用の普及等の活動を行っている。 

 

【成年後見制度】 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人について、家

庭裁判所に申し立てを行い、本人の権利を守る成年後見人等（成年後見人・保佐

人・補助人）が、本人を代理して契約などの法律行為を行うことで、本人を保護・

支援する制度。 

 

【その他の住宅】 

「住宅・土地統計調査」において、「賃貸用又は売却用の住宅」又は「二次的住宅」

以外の人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのために居住世帯が長

期にわたって不在の住宅や建替などのために取り壊すことになっている住宅な

どをいいます。 

 

た 行 

【耐震基準】 

「建築基準法」の規定に基づく1981（昭和56）年５月以前の耐震基準を「旧耐震

基準」、1981（昭和 56）年６月以降の耐震基準を「新耐震基準」という。 

 

【長期優良住宅制度】 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく制度で、劣化対策や耐震性

等の一定の基準を満たした計画を所管行政庁に申請することで、基準に適合す

る場合には認定が受けられる長期にわたり住み続けられるための措置が講じら

れた優良な住宅。 

 

【賃貸用の住宅】 

「住宅・土地統計調査」において、新築・中古を問わず、賃貸のために空き家にな

っている住宅をいいます。 
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【特定空家等】 

「空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）」において定義される「特定空

家等」のこと。「空家等」のうち、以下のいずれかの状態に該当するものを示しま

す。 

・そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態 

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

な 行 

【長屋】 

独立した複数の住戸が１棟の建物内に集まっている住宅のうち、エントランスや

エレベーターなどの共用部分が無く、各住戸の玄関が、それぞれ道路に面してい

る造りの住宅。テラスハウスやタウンハウス等も長屋に分類される。 

 

【二次的住宅】 

「住宅・土地統計調査」において、「別荘（週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの

目的で使用される住宅で、普段は人が住んでいない住宅）」及び、普段住んでい

る住宅とは別に、たまに寝泊りしている人がいる住宅をいいます。 

 

は 行 

【売却用の住宅】 

「住宅・土地統計調査」において、新築・中古を問わず、売却のために空き家にな

っている住宅をいいます。 

 

ま 行 

【マイホーム借上げ制度】 

（一社）移住・住みかえ支援機構が行う制度で、50 歳以上の方を対象に、一定の

基準をクリアしたマイホームを借り上げ、子育て世帯などに賃貸住宅として転貸

する制度。 

 

ら 行 

【リバースモーゲージ】 

自宅を担保に、生活資金やリフォーム資金を借り入れして自宅に継続して住み続

け、借入人が死亡したときに担保となっていた不動産を処分して借入金を返済

する仕組み。 
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